
公 式 競 技 会 及 び 公 認 競 技 会 に お け る  

個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて 

 

公益財団法人日本水泳連盟  

公益財団法人東京都水泳協会 

 

（公財）日本水泳連盟（以下「本連盟」という。）の主催する公式競技会及び本連盟の公認する競技会、

各加盟団体が主催する公式競技会並びに各加盟団体が公認する競技会の参加にあたり、本連盟競技者登

録・競技会参加等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。 

 

１．競技会参加申込に記載された個人情報の取り扱い 

（１）大会プログラムに掲載します。 

（２）競技会場内でアナウンス・ビジョン等により紹介されることがあります。 

（３）競技会場内外の掲示板等に掲載することがあります。 

（４）組合せ等の内容が本連盟及び公式計時ＳＥＩＫＯのホームページ・都道府県実行委員会・市町村

実行委員会（以下「開催地実行委員会」という。）ホームページに掲載されることがあります。 

２．競技結果（記録）等の取扱い 

（１）東京都水泳協会ならびに本連盟ホームページ・「月刊水泳」・公式計時ＳＥＩＫＯのホームページ

に記載します。 

（２）本連盟公式モバイルサイト「Swim Record Mobile」に記載します。 

（３）開催地実行委員会が設置する記録センターを通じて公開されます。 

（４）開催地実行委員会又はこれらに認められた報道機関等により新聞・雑誌及び関連ホームページ等

で公開されることがあります。 

（５）大会プログラム掲載の個人情報とともに、開催地実行委員が作成する大会報告書（以下「報告書」

という。）に掲載されることがあります。 

（６）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラム等に掲載されること

があります。 

３．肖像権に関する取り扱い 

（１）本連盟によって撮影された映像が、中継・録画放送及びインターネットによって配信されること

があります。また、ＤＶＤ等に編集され、配付されることがあります。 

（２）開催地実行委員会又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放

映及びインターネットによって配信されることがあります。また、ＤＶＤ等に編集され、配付さ

れることがあります。 

（３）開催地実行委員会又はこれらに認められた報道機関等によって撮影された写真が、新聞・雑誌・

報告書及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（４）その他、主催団体及び開催地実行委員会等に許可を受けた写真撮影企業等によって撮影された写

真等が販売されることがあります 

４．本連盟及び開催地実行委員会としての対応 

（１）取得した個人情報を、上記利用目的以外に使用することはありません。 

（２）本連盟競技者登録の完了をもって、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応

させていただきます。 

（３）大会役員・競技役員・補助役員・開催地実行委員・大会運営関係者及び来場者の皆様につきまし

ては、上記取り扱いに関するご承諾をいだいたものとして対応させていただきます。 

以上 



【大切なことですから、本欄を読んで必ず守ってください】 

2019年４月１日 

公益財団法人 日本水泳連盟 
 

Ⅰ 宣伝・広告の媒体について 
 
本連盟では選手や役員のみなさんが宣伝・広告の媒体とならないように競技会の会場（招集所出口からテー

ブル・植栽・柵・チェーン・パーテーション等の造作物で仕切られた範囲内）内で着たり、持ち込んだりする

もの、たとえば水着やシャツ、トレーニングウェア、バッグなどのマークなどについて次のように制限をして

います。よく読んで必ず守ってください。 

１ ついていてもよいもの 

（１）自分の氏名、エントリーした所属（チーム・学校・クラブ等）の名称やマーク。 

（２）国旗・国または地域の名称、都道府県や市町村の名称やマーク。 

（３）公式競技会および公認競技会のシンボルマークや本連盟が認めたもの。 

（４）水着・ウェア等のメーカーロゴ・マーク。 

（５）事前に届出承認がされている、スポンサーロゴ。 

２ それぞれの大きさと数 

それぞれの大きさ（サイズ）は着用前の面積とします。採寸方法は正方形または長方形とみなし、縦×横で

面積を求めます。それぞれの面積は最大を示し、その範囲内であれば大きさに規定はありません。 

マークの種類／用途 
水着についていてよい

大きさと数 

ウェアについていてよ

い大きさと数 

その他のものについて 

いてよい大きさと数 

自分の氏名、エントリーした所

属の名称・マーク、国旗・国ま

たは地域等の名称やマーク、公

式・公認競技会のマークや本連

盟が認めたもの 

競泳は50㎠以内で 

１カ所。 

競泳以外の競技は大き

さ数に制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

大きさ数に 

制限はなし。 

メーカーのロゴ・マーク 

メーカーロゴまたはマ

ークは30㎠以内で１カ

所。（注１） 

メーカーロゴは40㎠以

内で１カ所。マークは 

20㎠以内であれば、いく

つ、ついていてもよい。 

メーカーロゴは20㎠

以内で１カ所。マーク

は20㎠以内であれば、い

くつ、ついていてもよい。 

事前承認されたスポンサーロゴ 30㎠以内で１カ所。 ・ 40㎠以内で１カ所。 20㎠以内で１カ所。 

注１ ワンピース水着の場合は、ウエストより上に１つウエストより下に１つ許され、ツーピース水着の場合

は、上部に１つ下部に１つが許される。ただし、これらの商標名は相互に隣接して置くことはできない。 

 

Ⅱ 国内競技会での競泳水着の取り扱いについて 
 
本連盟ならびに加盟団体が主催する競技会（公式競技会）と公認された競技会（公認競技会）の競泳競技に

おいて、着用できる水着は下記の通りです。 
 
１ ＦＩＮＡの公認した水着を着用すること。 

※規定に外れる水着を着用して泳いだ場合の記録は、各公式・公認競技において参考記録扱いとなり、

決勝への出場および全国大会や国際大会の標準突破記録として認められず、本連盟のランキングにも

反映されません。 

２ 着用できる水着は１枚のみとし、水着の重ね着は禁止します。 

３ 水着へのテーピングおよび２次加工は禁止します。 

※水着の重ね着、水着へのテーピングおよび２次加工の規定に違反した場合は失格となります。 

 


